
（１）実地指導を実施した事業者数

（２）令和７年度実地指導の項目別の指摘事項・注意事項の件数一覧

※指摘事項：改善報告を求める文書レベル

　注意事項：改善報告を求めない口頭レベル (単位：件)
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１基本方針（一般原則）

２０緊急時等の対応

１４教育・保育の提供の記録

５私立保育所の委託拒否の禁止

注意指摘

２利用定員

３内容及び手続の説明及び同意

４応諾義務（正当な理由のない提供拒否の禁止）

１５利用者負担の徴収（実費徴収、上乗せ徴収を含む。）

７教育・保育提供困難時の対応

８市町村が行うあっせんへの協力

９利用調整への協力

１０受給資格等の確認

１１支給認定の申請に係る援助

１２子どもの心身の状況等の把握

　　　　　　　　　　　　　　　　                      　　指導区分
            項　　目

令和６年度 20 3

令和７年度 19 3

令和７年度　特定教育・保育施設実地指導（確認監査）の結果一覧

所轄事業者数
(年度末時点)

実地指導
実施事業者数

監査実施年度

２２運営規程

２１利用者に関する市への通知（不正受給の防止）

２９秘密保持、個人情報保護

２６差別の禁止

２７虐待等の禁止

２８懲戒に係る権限の濫用禁止

２３勤務体制の確保等

２４定員の遵守

６定員を上回る利用の申し込みがあった場合の選考

１８評価（自己評価、学校関係者評価、第三者評価）

１９相談及び援助

１６施設型給付費等の額に係る通知等

１７特定教育・保育の取扱方針

１３小学校等との連携

２５掲示

３７特利用保育・教育の基準

合　　　　計

３６記録の整備

３８加算

３５会計の区分

３４事故発生の防止及び発生時の対応

３３地域との連携等

３０情報の提供等

３１利益供与等の禁止

３２苦情への対応



（３）令和７年度指導事例

指摘 注意

1

１８評価（自己評価、
学校関係者評価、第三
者評価）

小学校や他の機関に対して子どもに関する情報を提供することについて、保護者の
同意を得てください。

3

２９秘密保持、個人情
報保護

職員及び職員であったものが、正当な理由無く、業務上知り得た子ども又はその家
族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じてください。

1

２２運営規程

運営規程に記載するべき事項に不足がありました。内容を見直し、運営基準を満た
すように修正してください。

運営規程、重要事項説明書、園ホームページの間で、記載事項に複数の相違点が確
認されました。利用者への情報提供の正確性を期すため、上記表記について内容を
統一してください。
また、実態と合わない表記が散見されましたので、実態に即した内容に訂正してく
ださい。

1

2

自己評価を実施していませんでした。提供する保育について、保育士等の自己評価
を通じて施設の自己評価を行い、特定教育・保育の質の改善を図ってください。

1

１５利用者負担の徴収
（実費徴収、上乗せ徴
収を含む。）

利用者負担の徴収について、領収証が発行されていませんでした。
実費徴収の支払いを受けた場合は、保護者へ領収証を交付してください。

項目 指導内容


